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令和３年第１回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会議事日程 

令和３年３月３日（水）午後２時２５分開会 

 

１ 開会挨拶（議長、管理者） 

２ 開 会 宣 告 

３ 開 議 宣 告 

 日程第１ 会議録署名議員の指名（５番議員 桑野元澄、７番議員 畑山剛一） 

 日程第２ 会期の決定（３月３日（水）１日間） 

 日程第３ 議案第１号 令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正予算

（第３号） 

      議案第２号 令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センタ

ー特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 議案第３号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の

数の増減及び規約の変更について 

 日程第５ 議案第４号 令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計予算 

      議案第５号 令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センタ

ー特別会計予算 

 日程第６ 一般質問 

４ 閉 会 宣 告 

５ 閉会挨拶（議長、管理者） 
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会議に出席した議員 

        

      １番 楠   明 廣      ２番 船 引 宗 俊 

      ３番 宗 實 雅 典      ４番 内 匠 勇 人 

      ５番 桑 野 元 澄      ６番 三 木 浩 一 

      ７番 畑 山 剛 一      ８番 上 山 隆 弘 

      ９番 吉 田 正 之     １０番 松 浦 崇 志 

 

会議に欠席した議員 

 

な  し 

 

 

 

議事に関係した事務局職員 

 

      事 務 局 長  眞 殿 幸 寛 

      総 務 課 長  田 淵 寿 哉 

      総務課副主幹  坂 本 春 美 

      総 務 課 係 長  堀   竜 也 

 

 

地方自治法第１２１条の規定による出席者 

 

    管  理  者 （たつの 市 長）  山 本   実 

    代表監査委員            今 江   伸 

    事 務 局 長            眞 殿 幸 寛 

                      田 淵 寿 哉 

    環境業務課長            長 坂 泰 成 

    衛生業務課長            福 井 照 子 

                      石 原 重 雄 

                      首 藤 武 司 

        

  

たつの市市民生活部 
環 境 課 長 
太子町生活福祉部 
生活環境課長 

総務課長 (兼 ) 
医 務 課 長 
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開 会 挨 拶 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 それでは、揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会第１回を開催させていただきま

す。 

 開会に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 寒さ厳しい冬も終わり、本格的な春の訪れが待ち遠しい季節となってまいりまし

た。議員各位におかれましては、公私ともご多忙の中、ご健勝にてご参集賜り、本日

ここに令和３年第１回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会が開催の運びとなりまし

たことは、誠にご同慶にたえないところでございます。 

 今期定例会は、議員各位もご高承のとおり、令和３年度の本組合行政推進の根幹と

なります新年度予算を審議する重要な議会であります。また、今期定例会に提出され

ました案件は、新年度予算のほか、本年度補正予算、退職手当組合規約の改正の議案

などが提出されており、いずれも重要な案件でございますので、議員各位におかれま

しては、それぞれの議案に対し慎重なるご審議により、適切妥当なるご決定を賜りま

すとともに、議事運営につきましても格別のご協力を賜りますようお願い申し上げま

して、開会の挨拶とさせていただきます。 

 管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 開会に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 梅の花の満開も近づき、また桜の開花が待たれる季節となりました本日、令和３年

第１回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位に

おかれましてはご健勝にてご出席を賜りましたことを心から厚く御礼を申し上げま

す。また、平素は事務組合運営に深いご理解を賜り、衷心より感謝を申し上げる次第

でございます。 

 さて、今期定例会につきましては、先ほど楠議長からもお話がありましたとおり、

既にお手元にお届けしておりますが、新年度予算のほか、今年度補正予算、退職手当

組合規則の一部変更など５議案を提出させていただいております。これらの案件はい

ずれも重要なものばかりでございますので、何とぞ慎重なるご審議をいただき、全議

案につきまして原案のとおりご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げまして、開

会のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

開 会 宣 告 
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○議長（楠 明廣議員） 

 ただいまより、令和３年第１回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を開会いたし

ます。 

 

 

開 議 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 これより本日の会議を開きます。 

 この際ご報告いたします。 

 監査委員から地方自治法第２３５条の２第１項の規定により実施いたしました例月

出納検査の結果報告が１件提出されております。その写しをお手元に配付いたしてお

りますので、ご清覧をよろしくお願いいたします。 

 次に、本日の出席議員数及び地方自治法第１２１条の規定により説明を求めた者の

職氏名等について事務局長より報告いたさせます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 命によりご報告いたします。 

 まず、本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員は１０名

全員でございます。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名につ

いてでありますが、お手元に配付いたしております名簿のとおりでありますので、ご

清覧を願います。 

 以上でございます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 以上で報告を終わります。 

 これより日程に入ります。 

 

 

～日程第１ 会議録署名議員の指名～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 
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 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８２条の規定により、議長において５番桑野元澄議

員、７番畑山剛一議員を指名いたします。両議員、よろしくお願いいたします。 

 

 

～日程第２ 会期の決定～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日３月３日の１日間といたしたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日３月３日の１日間と決しました。 

 

 

～日程第３ 議案第１号及び議案第２号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第３、議案第１号 令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正

予算（第３号）及び議案第２号 令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病

センター特別会計補正予算（第２号）の２件を一括議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 ただいま議題となりました議案第１号、令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合一般

会計補正予算（第３号）及び議案第２号、令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合休日

夜間急病センター特別会計補正予算（第２号）の２件について、一括して提案の理由

並びにその内容についてご説明申し上げます。 

 まず、議案第１号、令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正予算（第３
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号）につきましてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、やむを得ない事情による補正を必要とするものについて行っており

ますので、ご了承賜りたく存じます。 

 それでは、条を追ってご説明申し上げます。 

 第１条で歳入歳出それぞれ５，１０６万３，０００円を増額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ１７億３，７４１万４，０００円とするものでございます。 

 その主な内容につきまして、補正予算事項別明細書により歳出からご説明申し上げ

ますので、４ページをお開き願います。 

 まず、第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費では、人事異動に伴う

人件費の補正といたしまして、第３節職員手当等において３７万６，０００円を減額

し、第１８節負担金補助及び交付金で同額を追加いたしております。 

 次に、第３目基金費につきましては、財政調整基金等利子の確定及び前年度決算剰

余金の一部を基金に積立てするため５，０８９万円を増額するものでございます。 

 次に、第３款衛生費、第２項清掃費、第２目塵芥処理費では、派遣職員人件費等の

不足額１７万３，０００円を増額するものでございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、３ページをお開き願います。 

 第３款財産収入、第１項財産運用収入につきましては、基金利子の確定により６，

０００円を減額するものでございます。 

 次に、第５款繰越金でございますが、前年度繰越金の一部５，１０６万９，０００

円を計上いたしております。 

 引き続きまして、議案第２号、令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病

センター特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、年度初めからの急病センターの受診者数の激減のため、診療収入の

減額などやむを得ない事情により補正を必要とするものについて行っておりますの

で、ご了承をお願い申し上げます。 

 それでは、条を追ってご説明申し上げます。 

 第１条で歳入歳出５６１万７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

４，３７５万８，０００円とするものでございます。 

 その主な内容につきまして、補正予算事項別明細書により歳出からご説明申し上げ

ますので、４ページをお開き願います。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費では、受診者数の激減による

診療収入の減に伴い、８２万２，０００円の財源変更をするものでございます。 

 また、また、人事異動に伴う人件費の補正といたしまして、第３節職員手当等にお

いて２万１，０００円を減額し、第１８節負担金補助及び交付金で同額を追加いたし

ております。 
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 次に、第２目基金費では、基金利子の確定に伴い、積立金を１３万８，０００円減

額するものでございます。 

 次に、第２款衛生費、第１項保健衛生費、第１目急病センター費、第１０節需用費

につきましては、受診者の減に伴い、医薬材料費５４７万９，０００円を減額してお

ります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、３ページをお開き願います。 

 第１款診療収入につきましては、冒頭にも申し上げました急病センターの受診者数

激減のため、５４７万９，０００円を減額するものでございます。 

 第４款財産収入では、歳出予算の際に申し上げました基金利子の確定による減額で

ございます。 

 以上で議案第１号及び議案第２号の各会計補正予算の提案説明を終わらせていただ

きますが、何とぞ慎重ご審議を賜りまして、いずれも原案のとおり可決いただきます

ようお願い申し上げます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 ８番 上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 議案第２号についてですが、減額の理由が激減してるということの中身について、

その期間とどれぐらいの人数が減っているのか。それと、それに伴う影響がどうあっ

たのか、どのように分析しとるのかの説明を求めます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 特別会計の当初予算の診療収入の見込みにつきましては、当初１日当たり６６人と

予定いたしておりました。それで、当初予算で約３，７００万円ぐらいの収入を予定

しておったところですけれども、前の議会におきまして、今年コロナウイルスがはや

ったということで診療者数が激減しているということで、診療収入の減額の補正をさ

せていただきました。そのときにつきましては、大体１日当たり３０名弱ぐらいまだ

来るであろうと、特に例年ですと１２月、１月、２月、こちらが診療者数のピークと
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なっております。ですので、若干の増も見込みつつ約３０名ぐらいということで試算

をさせていただいたところですけれども、前回議会以降、急病センター受診者数が大

体１０人前後、ひどいときには１桁というのもございます。ということで、大体もう

１０人ぐらいの、今後、あと３月、今月いっぱいですけれども、同程度、１０名程度

の人数ということでもう一度試算をさせていただいたところになります。 

 今回診療収入５００万円ぐらい減額をさせていただいておるんですけれども、この

減額分につきましては、受診者数が減によります医薬品、こちらのほうの支出もかな

り減ってきておりますので、その分を減額して差引きをさせていただいたところであ

ります。 

 以上でございます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 他にご発言がないので、質疑を終結し、これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第１号及び議案第２号は、原案のとおり可決することに決してご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号及び議案第２号は原案のとおり可決されました。 
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～日程第４ 議案第３号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第４、議案第３号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の増減及び規約の変更についてを議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 続きまして、議案第３号、兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の増減及び規約の変更について、提案の理由及びその内容についてご説明申し上

げます。 

 まず、提案の理由についてでございますが、兵庫県市町村職員退職手当組合の構成

団体である北播磨清掃事務組合は令和３年４月１日付で脱退、また市川町外三ケ市町

共有財産事務組合の加入に伴いまして、組合規約を変更するものであり、地方自治法

第２９０条の規定により関係地方公共団体の議会の議決を得ようとするものでござい

ます。 

 次に、その改正の内容につきましては、兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する

市町及び事務組合を列記した別表第１号表中、北播磨清掃事務組合を市川町外三ケ市

町共有財産事務組合に改めるものでございます。 

 附則につきましては、規約改正の施行期日を令和３年４月１日からと規定するもの

でございます。 

 以上で議案第３号の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の

上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結し、これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第３号は、原案のとおり可決することに決してご異議ございません

か。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

～日程第５ 議案第４号及び議案第５号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第５、議案第４号 令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計予算

及び議案第５号 令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センター特別会

計予算の２件を一括議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 ただいま議題となりました議案第４号、令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合一般

会計予算及び議案第５号、令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センタ

ー特別会計予算の２件につきまして、一括して提案の理由並びにその内容についてご

説明申し上げます。 

 まず、議案第４号、令和３年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計予算についてご

説明申し上げます。 

 第１条において、歳入歳出それぞれ１６億７，２１０万３，０００円と定めており

ます。 

 次に、第２条では、歳出予算の流用につきまして、歳出予算の各項の経費の金額を



- 11 - 

流用することができる場合を定めております。 

 次に、予算の内容につきまして、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げ

ます。 

 まず、予算書８ページの歳出からご説明申し上げます。 

 第１款議会費につきましては、議会に要する経費として２２４万３，０００円を計

上しております。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費につきましては、組合職員の

人件費、組合運営に要する経費及び派遣職員の人件費等で１億９，５０１万６，００

０円を計上いたしております。 

 なお、給与費等の明細につきましては、２０ページから２３ページに資料を添付い

たしておりますので、ご清覧願います。 

 次に、予算書１０ページ、第３目基金費につきましては、基金積立金として基金利

子相当額を計上しております。 

 第２項監査委員費につきましては、報酬等で２４万５，０００円を計上いたしてお

ります。 

 次に、予算書１１ページ、第３款衛生費、第１項保健衛生費、第１目環境衛生費に

つきましては、揖龍火葬場の管理運営費として９，４４３万１，０００円を計上して

おります。その主な内容は、第１０節需用費において３，２０３万８，０００円を計

上し、施設機能維持のため、経年劣化による火葬炉設備１から６号炉、耐火材ほか修

繕料で１，９４１万５，０００円を予定しております。 

 次に、第１２節委託料では、火葬炉等の管理業務、火葬場予約管理システム保守点

検、清掃管理業務及び空調設備更新の実施設計委託料等として４，７２０万４，００

０円を計上しております。 

 予算書１２ページ、第１８節負担金補助及び交付金では、派遣職員の人件費等とし

て９２３万１，０００円を計上しております。 

 次に、予算書１３ページ、第２項清掃費、第１目施設整備費につきましては、新ご

み処理施設整備に係る地質調査委託・測量業務委託料として２，５５７万７，０００

円を計上しております。 

 次に、第２目塵芥処理費につきましては、揖龍クリーンセンターの管理運営費とし

て１２億４，８１４万２，０００円を計上しております。その主な内容は、第１節報

酬において会計年度任用職員９名分の報酬１，７１２万４，０００円を計上しており

ます。 

 第１０節需用費においては、揖龍クリーンセンターの操業に必要な電気、水道等の

光熱水費、燃料費、副資材のコークス、石灰石及び排ガス等の処理薬剤品代等で３億

２，２２９万４，０００円を計上しております。 
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 予算書１４ページ、第１２節委託料では、施設の操業委託料に２億１，６１５万

円、定期保守点検整備委託料に２億５，３００万円、一般廃棄物収集運搬委託料に３

億４，６８４万４，０００円、総額８億７，３２５万３，０００円を計上しておりま

す。 

 予算書１６ページ、第１８節負担金補助及び交付金では、派遣職員３名分の人件費

等２，３２４万９，０００円を計上しております。 

 次に、第３目し尿処理費につきましては、揖龍衛生処理場の管理運営費として６，

８４１万２，０００円を計上しております。その主な内容は、第１０節需用費におい

て、処理場の管理運営に必要な光熱水費、処理薬剤、保守管理費等で４，０２６万

４，０００円を計上しております。 

 次に、予算書１７ページ、第１２節委託料では、し尿収集運搬委託料、汚泥処理委

託料、設備保守点検委託料等で２，０６２万２，０００円を計上しております。 

 次に、予算書１８ページ、第１４節工事請負費では、井戸水等が減っていることへ

の対策として、たつの市の揖西処理場の処理水を再利用する揖西処理場放流水取水設

備設置工事として４４０万円を計上しております。 

 次に、第４款公債費、第１項公債費につきましては、元金、利子を合わせまして

３，４９７万４，０００円を計上しております。なお、この地方債に関する調書を２

５ページに添付しておりますので、ご清覧願います。 

 次に、第５款予備費につきましては、１００万円を計上しております。 

 以上で歳出を終わりまして、次に歳入についてご説明申し上げます。 

 予算書５ページをお開き願います。 

 第１款分担金及び負担金、第１項分担金、第１目事務組合分担金につきましては、

１４億２，２２２万円を計上しており、前年度と比較しまして９０８万８，０００円

の減額となっております。 

 この市町分担金につきましては、組合規約第１２条第２項及び分賦金の分賦率を定

める条例に基づき算定いたしました金額をご提案申し上げるものでございます。 

 その内容につきましてご説明申し上げます。 

 組合運営に係る経費につきましては、議会費、総務費等で１億４，２３１万９，０

００円を計上しております。 

 廃棄物の処理に係る経費のうち、し尿処理に係る経費につきましては４，８１０万

７，０００円を計上しております。塵芥処理に係る経費につきましては６億８，８５

７万３，０００円を計上しております。廃棄物の収集運搬に係る経費につきましては

４億２，９４４万６，０００円を計上しております。火葬場施設の管理及び運営に係

る経費につきましては６，８８０万１，０００円を計上しております。施設整備経費

につきましては３，４９７万４，０００円を計上しております。 
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 次に、たつの市、太子町にご負担いただきます分担金の額につきましては、たつの

市より９億５，９７３万３，０００円で、対前年度４１５万９，０００円の減額、太

子町より４億５，２４８万７，０００円、対前年度４９２万９，０００円の減額にて

お願いするものでございます。 

 次に、第２款使用料及び手数料、第１項使用料、第１目衛生使用料につきまして

は、火葬場使用料等として２，６０３万２，０００円を計上しております。 

 次に、予算書６ページをお開き願います。 

 第２項手数料、第１目衛生手数料につきましては、塵芥処理手数料として１億５，

８５０万５，０００円、し尿処理手数料として２，０２２万円を計上しております。 

 第３款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金につきましては、財

政調整基金等の預金利子として２０６万３，０００円を計上しております。 

 第４款繰入金、第１項繰入金、第１目基金繰入金につきましては、新ごみ処理施設

整備に係る事業費として２，５５７万７，０００円をごみ処理施設整備基金から繰入

れし、職員の退職に伴う特別負担金のため２１２万１，０００円を退職手当引き当て

準備基金から繰入れするものでございます。 

 次に、予算書７ページ、第５款繰越金につきましては基礎額でございます。 

 第６款諸収入、第１項預金利子につきましては、定期預金の利子を計上しておりま

す。 

 第２項雑入につきましては、資源化物売払収入、ごみ収集袋販売収入等として２，

５１０万３，０００円を計上しております。 

 以上で一般会計を終わりまして、引き続き議案第５号、揖龍保健衛生施設事務組合

休日夜間急病センター特別会計予算についてご説明申し上げます。 

 まず、第１条におきまして、歳入歳出それぞれ４，４４０万５，０００円と定めて

おります。 

 次に、第２条では、歳出予算の流用につきまして、歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合を定めております。 

 次に、予算の内容につきまして、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げ

ます。 

 まず、歳出からご説明申し上げますので、予算書７ページをお開き願います。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、第１目予算管理費につきましては、急病センタ

ーの管理運営に要する経費として組合職員の人件費等のほか、事務事業に要する経費

として１，３０７万９，０００円を計上しております。 

 なお、給与費等の明細につきましては、１０ページから１３ページに資料を添付し

ておりますので、ご清覧願います。 

 次に、予算書８ページをお開き願います。 
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 第２目基金費につきましては、基金積立金として基金利子相当額３５万円を計上し

ております。 

 第２款衛生費、第１項保健衛生費、第１目急病センター費につきましては、診療に

要する経費として看護師４名分の報酬３４９万１，０００円、医薬品、医療材料費等

需用費で３９４万７，０００円、診療業務に従事いただく医師、薬剤師及び医事外来

業務委託料として２，２４０万１，０００円で、総額３，０４７万６，０００円を計

上しております。 

 第３款予備費につきましては、前年度と同額の５０万円を計上しております。 

 以上で歳出を終わりまして、次に歳入についてご説明申し上げますので、予算書５

ページをご覧願います。 

 第１款診療収入、第１項診療収入につきましては、１，５１２万円を計上しており

ます。 

 次に、第２款分担金及び負担金、第１項分担金につきましては、休日夜間急病セン

ター運営に係る地方交付税交付金として、たつの市及び太子町から４４６万３，００

０円を受け入れる予定でございます。 

 第３款使用料及び手数料、第１項手数料につきましては、診断書等発行手数料とし

て１万５，０００円を計上しております。 

 次に、予算書６ページをお開き願います。 

 第４款財産収入、第１項財産運用収入につきましては、財政調整基金の預金利子と

して３５万円を計上しております。 

 次に、第５款繰入金、第１項繰入金、第１目基金繰入金につきましては、歳入の不

足額を補填する２め２，４３８万６，０００円を財政調整基金から取り崩し、繰入れ

るものでございます。 

 第６款繰越金につきましては基礎額でございます。 

 次に、第７款諸収入、第１項雑入につきましては、薬容器代等７万５，０００円を

計上しております。 

 以上で議案第４号及び議案第５号の各会計予算の提案説明を終わらせていただきま

すが、何とぞ慎重ご審議を賜りまして、いずれも原案のとおり可決いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 ８番 上山隆弘議員。 
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○８番（上山隆弘議員） 

 一般会計予算について数点確認で、簡単なことですけども、質問をさせていただき

たいと思いますが、主に歳出についてなんですけど、まずは９ページ、細節の額です

が、消耗品費の中に図書及び図書追録というふうにありますが、追録というのは例規

とかの、そういう部分の追加する分だと思うんですけども、実際にこの図書というの

は、ほかの図書があるのかないのかという部分と、その図書についてはここに保管を

していく図書なのかどうなのか、また月刊誌等のような図書なのか、そのあたりの説

明をいただきたいと思います。 

 続いて、１１ページですが、説明では修繕費ですけど、需用費の中の修繕費でござ

いますが、１から６号という炉の設備を点検するというようなお話だったのかなと思

うんですけども、１から６号の炉が同じような具合の老朽具合なのか、そのあたりの

説明と、今現状どのぐらいの老朽程度なのかということも合わせて説明をいただけれ

ばというふうに思います。 

 それから、１２ページの委託料の一番最後、実施設計委託というのは、これ何の実

施設計委託なのか説明をお願いしたいと思います。 

 それから、１８ページですが、工事請負費、説明の中で地下水が減っているという

ようなことの対応というふうに言われましたが、その地下水が減っているという内容

について、これは一体どういうようなことなのか、またこの工事を行うことで地下水

が減っている現象は解消されて、総合的な対応としてもう万全の体制になるのかどう

なのか。 

 それと、火葬場ですけれども、コロナ感染者が火葬される場合の対応についてどの

ような状況かという説明を合わせていただいておきたいと思います。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 まず、９ページ、図書及び図書追録でございますけれども、これは説明の各目節の

細節の文言として出していただいとるんですけれども、主に例規等必要な図書でござ

いますが、そちらの追録が主なものになっております。月刊誌等という、その購入は

ございません。 

 それから、１１ページ、修繕料、火葬炉は全部で６炉、６つあるんですけれども、

それぞれ毎年定期点検をしております。その中で毎日火をつけて、消してとやってお

りますので、部分的に補修するものが毎年出てきておりまして、その定期整備の中で
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見つかったもの、それと経年的に何年度に一回交換ですとか、そういうものについて

の修繕工事となっております。また、大規模な工事になりましては、また何年後か

に、またそのときにはちょっと大規模工事ということで出させていただきますけれど

も、これは例年やっております修繕工事という形でご理解いただければと思うんです

けれども。 

 それと、１２ページ、実施設計委託ですけれども、火葬場につきましては、現在灯

油を燃料とした空調設備、こちらのほうを利用しております。ただ、その灯油を利用

します空調設備なんですが、今もうメーカーのほうが全て撤退いたしております。で

すので、現在新しいものが作成されておりません。修理部品につきましては、もうあ

らかじめ新しいものを製造しないということで、必要な処理部品については確保いた

しておったんですけれども、もうそれにつきましてもそろそろなくなってきていると

いうことで、灯油から電気に変えて、空調設備を変えていかないと、もうその空調設

備がいつまで動くか分からんという状況になっておりますので、その取替え作業とい

いますか、更新作業に向けての実施設計委託ということでご理解をいただければと思

います。 

 それから、１８ページでしたか、１８ページのし尿処理場の工事費でございますけ

れども、し尿処理場につきましては井戸を掘っておりまして、井戸水の利用をしてし

尿の処理をしておるのと加えまして、井戸水に加えて水道水も利用しております。で

すので、井戸水が減ってくると水道を利用する量が増えてくるというところが現状で

ございます。ですので、工事をしなければ井戸水が減った分全て水道から引き入れて

し尿処理を行うという形になっておるんですけれども、近くにたつの市の施設であり

ます揖西処理場、同様の施設があるんですが、その処理水が河川に放流されておりま

すので、そちらのほうを利用しても構わないという調整が取れましたので、そちらの

処理水を利用していただくように水を引くと、そちらの水を利用して水道水の使用料

を減らそうということで現在考えております。 

 これにつきましては、現在水道のほうについては約年間１，０００万円ぐらい水道

料かかっておりますので、少なくとも１割はこれが減っていくだろうと、１００万円

以上の減額にはなってこようかと思いますので、数年で元が取れると思っておりま

す。 

 以上です。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 他に。 

 

○８番（上山隆弘議員） 
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 いや、コロナ、コロナ感染者の火葬。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 火葬ですね、はい。コロナ感染者の方の、コロナで亡くなった方の火葬につきまし

ては、現在のところ数例あるんですけれども、まず予約につきましては、一番最後に

予約のほうをしていただいております。予約されますのが、大体葬儀社のほうがされ

ますので、そちらのほうと連絡を取っておりますので、一番最後が３時になるんです

けれども、その３時の枠を取っていただくようにしております。 

 大体病院から直送という形で、まず葬儀社の方が病院にお迎えに行かれて、病院の

ほうで納体袋という遺体のほうを入れていただいて、それを、袋ですね、それで密閉

をされた状態でひつぎのほうに入れられております。そのひつぎ自体も密閉されてや

ってくるということで、運ばれてくる方も一応そういうそれなりの服装で来られてお

りますけれども、一番最後でございますので、その霊柩車、霊柩車になると思います

けど、そちらがついたときにこちらのほうも火葬を行う、委託しておるんですけれど

も、そちらの職員さんにつきましてはマスク二重、手袋二重で、一応密閉されておる

んで出てこないとは思うんですけれども、一応そういう形でお引取りをさせていただ

いて火葬をさせていただくと、その場合ですけれども、付添いの方はほとんどおられ

ません、葬儀会社の方だけで来られますので、そこで火葬させていただいて、収骨に

つきましてはこちらのほうでさせていただいて、葬儀会社さんに収骨されたものをお

渡しする、それをご遺族さんにお渡しするという形でやらさせていただいておりま

す。現在のところ、その一番最後の枠で収まるぐらいの数でございますので、そうい

う体制でやらせていただいております。 

 以上です。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ８番 上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 前段の歳出については、もう答弁分かりました。 

 そのコロナの対応について、この場合、火葬する場合、使用料というのは同じなん

でしょうか。また、そういった部分、付添いもなしにそういう形でより感染予防をし

た上での火葬体制について、予算として特に必要はなかったんでしょうか。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 
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○事務局長（眞殿幸寛君） 

 まず、使用料ですけれども、こちらは同額でございます。別にコロナの方で増額と

いうことはしておりません。 

 対策費についてですけれども、マスクですとか消毒液、そちらのほうは用意させて

いただいて、業務終了後には消毒作業というのを行っております。特にそれについて

増額ということではなしに、現在の消耗品、需用費等で対応をしております。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ８番 上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 あまり例は聞いたことがないですけど、そういった面でコロナがうつって、それで

現場が大変なことにならないようにはどうなのかなというところだったんですけど

も、合わせて休日、夜間急病センターのほうも、今回コロナの関係もあって患者さん

の数が少ないというか、そういう急病者の方が来られることは少ないということです

が、そのあたりは予算の計上として影響を与えている部分がどれぐらいあるのかとい

うことと、予算に例えば計上がなくても、現場対応として中身についてどのような検

討があったのかだけ説明をいただけますか。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 まず、休日夜間急病センターのコロナ対策でございますけれども、前の議会のとき

にも諮らせていただきましたが、発熱者の外来のためにユニットハウス、急病センタ

ーの入り口の手前ですけれども、ユニットハウスを設けさせていただいております。

熱のない方については、急病センターに入っていただくと、入り口で検温させていた

だいて熱のある方については、まず基本は車の中で待機をしていただいております。

車がない、または歩いてこられたという方については、ユニットハウスで待っていた

だくことも可能であるということでまずさせていただいておりまして、ユニットハウ

スと急病センター内はタブレットでつないで、通信での診療というのも可能にしてお

りますが、先生がそちらのユニットハウスに移動してされているという場合もござい

ます。それはその日に担当されている先生の判断にお任せをいたしております。 

 それと、予算に対してどういう影響が出たかということなんですけれども、例年で
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すと大体６０名から７０名、６０名後半ですね、１日当たり、それで予算のほうを組

ませていただいておるんですけども、今年度の状況を見ますと、現在で大体２０名を

切っている、１日平均２０名を切るぐらいになっております。コロナについては落ち

着いてくれるだろうという希望も含めまして、一応新年度予算につきましては、１日

当たり３０名の診療ということで予算を組ませていただいております。足らず分につ

きましては、財政調整基金がございますので、そちらのほうから繰り入れるという形

で予算組みをさせていただきました。 

 以上でございます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 他にご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結し、これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 え、声を出してくださいね。 

 ９番 吉田議員。 

 

○９番（吉田正之議員） 

 これで、現預金はどのぐらい増えるんですか。それと、公債費、あとこれこのまま

いったらあと７年で、７年ちょっとで公債費が終わるような計算になるんですけど

も、次の焼却場の建設までにはちょっと時間が足らないように思うんですけど、その

辺のところをどういうふうに見てるんかお答え願いたいと思います。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 最初のほうの、現預金。 

 

○９番（吉田正之議員） 

 現預金が何ぼ。 
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○事務局長（眞殿幸寛君） 

 現預金。 

 

○９番（吉田正之議員） 

 お金、お金、預金。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 預金ですね。 

 

○９番（吉田正之議員） 

 うん。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 預金といいますか、基金のほうですね。 

 

○９番（吉田正之議員） 

 基金というのは、そのまとまった部分でしょう。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ちょっと、発言を求めてから言ってください。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 基金と、それから歳計現金と両方持っておりますので、まず、こちらの現金につい

ては分担金ですとか、それから手数料、使用料等が入ってきたときに、その上下はい

たしております。ですので、何ぼ減ったかどうかというのはもう単年度、単年度決算

でございますので、まずゼロから始まることになりますけれども、お金が入ってき

て、それを歳出で出していくという形になってきますので、数字として残っておりま

すのは基金のほうですね。基金をどれぐらい持っておるかということになってこよう

かと思いますけれども、基金については、見込額ですけれども、今年度末の見込額と

いたしまして、一般財政調整基金では約３億２，０００万円、それからごみ処理施設

の整備基金では約４億円、退職手当引当準備基金では約２，０００万円、特別会計で

は１億４，０００万円の基金を保有いたしております。 

 それと、償還ですけれども、現在の借入れいたしておりますものについての償還に

ついては、令和１０年度で終了予定でございます。 

 また、その頃に新処理施設につきましては当然交付金もいただくんですが、起債等
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も必要になってこようかと思いますので、そちらの起債を借りたときから、据置期間

は何年間かあると思いますけれども、そちらの支払いが当然発生する予定でございま

す。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 他に。 

 声を上げてくださいよ、先にいきますよ。 

 声を上げてもらったら言います。 

 ９番 吉田議員。 

 

○９番（吉田正之議員） 

 その基金というのは、結局それだけたまってくるというんか、貸借対照表でいう、

いわゆる資本に該当するわけですよね。現金預金は貸借対照表の資産の部に該当する

だけですよね。そうすると、お金はだんだんだんだん収益が上がってくれば増えてく

るはずなんですけども、これ今回の予算では収益がゼロという予算で一応考えられて

いるわけですか。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 それぞれの一般会計も特別会計もそうなんですけれども、組み方としては単年度予

算という形になりますので、その単年、単年で収入がどれぐらいあるか、支出がどれ

くらいあるかということで、書いてるようにというか、そういう予算書というつくり

方になっておりますので、それが丸々そのまま、資産に近いのは基金のほうだと思い

ますけども、単年度収入の部分については即資産のほうになるということでは、また

ちょっと違うかと思うんですけれども。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので質疑を終結し、これより討論に入ります。 
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 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第４号及び議案第５号は、原案のとおり可決することに決してご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号及び議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

～日程第６ 一般質問～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第６、一般質問でございますが、通告がございませんので、議事を省略

いたします。 

 以上で今期定例会に付議された議案は全て議了いたしました。 

 

 

閉 会 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 これをもちまして令和３年第１回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を閉会いた

します。 

 

 

閉 会 挨 拶 

 

○議長（楠 明廣議員） 
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 閉会に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。 

 本定例会に付議されました案件につきましては、議員各位の慎重なご審議により滞

りなく議了できましたことに対し深く御礼申し上げます。 

 皆様もご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症は全世界で累計感染者数が１億

人を超え、依然として猛威を振るい続けており、当県などにおいては緊急事態宣言が

年明け早々に、また先月には再延長されるなど、多くの皆様のご協力によって一定の

効果を見ておりますが、いまだ終息にまで至っておりません。この危機的な状況に対

し、私ども議員といたしましても、引き続き住民の皆様の声をお伺いしながら、行政

当局と一体となって住民の皆様の不安の解消を図り、暮らしの安全と安心に向けて全

力を挙げて取り組んでいかなくてはなりません。 

 最後に、議員各位におかれましては、健康にはくれぐれもご留意をいただき、今後

とも本組合の発展のためにより一層のご協力を賜りますようお願い申し上げまして、

閉会の挨拶とさせていただきます。 

 管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 閉会に当たりまして一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

 今期定例会は、令和３年度予算をはじめ、補正予算、退職手当組合規約の一部変更

など５議案につきまして慎重審議を賜り、原案のとおり可決をいただきましたことに

対しまして心から厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 さて、例年であれば３月定例会の閉会とともに新年度に向けてスタートしていくタ

イミングではありますが、いまだ新型コロナウイルス感染症の終息のめどが立ってお

りません。幸いに、先月中旬から国内でワクチン接種が開始され、各自治体共に円滑

に接種できるように接種業務を進められておりますが、ワクチンがコロナを克服する

大きな希望となるよう期待を寄せるものでございます。今後の動向や情報を注視し、

急病センターを管理運営しております当組合といたしましても地域住民のより一層の

安全・安心を確保すべく、医師会と密に連絡、連携を取り、適切な対応をしてまいり

たいと考えております。 

 議員の皆様におかれましては、ますますのご健勝とご活躍をご祈念申し上げますと

ともに、今後とも組合行政全般にわたり、なお一層のご協力を賜りますようお願い申

し上げまして、閉会のご挨拶といたします。本日は誠にありがとうございました。 
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閉会 午後３時１０分 
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